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係留点自己物件 第三者物件
第三者の立ち入りを防ぐ
ための措置を講じる

物件の死角に入ることで
目視外となることを許容

第三者物件から30m以内
となることを許容

十分な強度を有する
係留策で係留

（３）飛行禁止空域の除外並びに不要になる許可・承認 

 以下については、（１）及び（２）について適用されません。 

・ 地表又は水面から 150ｍ以上の空域であっても、物件から 30ｍ以内の空

域については、飛行禁止空域から除外されます。 

※空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から 30m 以内

であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるよう

であれば、当該手続きも必要です。 

 

・十分な強度を有する紐等（30ｍ以内）で係留した飛行で、飛行可能な範囲内 

への第三者の立入管理等の措置を行えば一部の許可・承認が不要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可承認不要：DID における飛行、夜間飛行、目視外飛

行、第三者から 30m 以内の飛行及び物件投下 

許可承認必要：空港等周辺、緊急用務空域、150m 以上

上空の飛行、イベント上空での飛行及び危険物輸送 

・関係者以外の立入りを制限する旨

の看板、コーン等による表示 

・補助者による監視及び口頭警告等 

 


